
２―２．「JIS K 0102（工業排水試験法）改定の概要について」 
社団法人 日本工業用水協会 

本郷 秀昭 
 
 
 
はじめまして、本郷と申します。このような機会を頂き大変有難

うございます。 
私は、ＪＩＳＫ０１０２の改正原案作成時において、事務局を担

当しておりました。 
あまり技術的なお話しはできませんので、ご了承下さい。 
 
 
本日お話しさせて頂きたいと考えておりますのは、改正の

概要、主な改正点、これにつきましては項目番号で申し上

げますと、２．の共通事項から５１．のマグネシウムまで

の主な改正点と、イオンクロマトグラフ法も含めて、それ

以降については、ICP 発光分光分析法や ICP 質量分析法、

ひ素の水素化物発生原子吸光法、ICP 発光分光分析法、ICP
質量分析法を中心に説明させて頂きます。 
改正点の詳細につきましては、主に同時測定法のイオンク

ロマトグラフ法の概要、ICP 発光分光分析法の概要、ICP
質量分析法の概要、りん化合物及び全りんに関する概要、 
ひ素の ICP 発光分光分析法の概要について説明させて頂き

ます。 
１時間のお時間を頂いておりますが、項目が多すぎますの

で、部分的に省略させて頂くところも出てくると思います。

あらかじめご了承下さい。 
 
配布して頂いた資料で文字が小さくて恐縮ですが、改正点

を可能な範囲で示したも資料もありますので、そちらも後

ほど参考にして頂ければと思います。 
 
 
 
改正の要旨について説明します。 
今回の改正は、1998 年改正時において、国際規格（ISO 規

格）との整合が望まれ、JIS K 0102 と国際規格との対比、

一部の試験方法の検討などを行った結果、現在可能な整合

を図ったものとなっております。 
 
ISO 規格との整合化を図ったもの（本文で採用、備考等で

採用したもの）は、多数の項目（28）、試験方法（10）とな

っております。 
 
この他の主な改正点としましては、項目の順番とは異なり

ますが、ICP 質量分析法における対象項目の追加、ICP 発
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Ⅰ．改正の要旨

１．今回の改正は、1998年改正時において、国際規格（ISO規格）と
の整合が望まれ、JIS K 0102と国際規格との対比、一部の試験

方法の検討などを行った結果、現在可能な整合を図った。

２．ISO規格との整合化を図ったもの（本文で採用、備考等で採用し
たもの）は、多数の項目（28）、試験方法（10）となっている。

３．この他の主な改正点
①ICP質量分析法における対象項目の追加
②ICP発光分光分析法における同時定量を主文に変更
③水素化物発生原子吸光法における連続式水素化物発生法を

中心にした操作の変更
④イオンクロマトグラフ法の対象項目追加

４．平成20年3月20日付けで改正



光分光分析法などにおける同時定量を主文に変更、水素化

物発生原子吸光法における連続式水素化物発生法を中心に

した操作の変更、イオンクロマトグラフ法の対象項目追加 
などとなっており、平成 20 年 3 月 20 日付けで改正されて

おります。 
 
 
 
共通的な改正点につきましては、スライド４～７に、主な

改正点（１）～（４）で示してあるとおりですが、単位表

記の変更、用語の変更、備考や注などの表記方法の変更な

どとなっておりますが、スライド５（主な改正点（２））に

あります繰り返し分析精度につきましては、繰り返し精度

と表現を変更しました。繰り返し精度の定義は、このスラ

イドの６）にあるとおり、それぞれの試験方法で、定量範

囲内で、繰り返し試験で求めた変動係数の概略値となって

おります。旧規格では、変動係数の算出式も示されており

ましたが、今回これを削除してあります。 
 
 
 
 
 
改正点（３）については、整合化を図ったＩＳＯがある場

合の表記のしかたを、色度の項目番号 11.2 の三波長を用い

る方法を例として示してあります。 
 
 
 
 
また、スライド７の改正点（４）には、表現を追加して試

験操作の明確化を図ったものもありますので、７．２の水

温を例として示してあります。アンダラインのところにな

ります。 
今回の改正では、多くの項目で旧規格で表現が不足してい

ると思われたところは、可能な範囲で、試験操作の明確化

のために表現を追加、修正したところがあります。 
 
 
 
次に共通事項につきまして、スライド８～１０に示してあ

ります。 
改正点（５）には、ICP 質量分析法をＪＩＳＫ０１３３が

２０００年に制定されておりましたので、追加しました。 
また、定量範囲のところにおきまして、アルキル水銀化合

物について、試料中の濃度であることを明記しました。こ

のことは、この項目のところでも追加してあります。 
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Ⅱ．主な改正点（１）

１．共通的な改正点

１）濃度単位

①ｍｇC／ｍｌ→Ｃ ｍｇ／ｍｌ

②ｍｇ／ｌ→ｍｇ／Ｌ

③vol％→体積百分率％

２）用語の修正

①適当→適切

②数個（滴）→５～７個（滴）

③…や…→…及び…
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Ⅱ．主な改正点（２）

１．共通的な改正点

３）備考、注などにおける文章の箇条書き

４）検量線を項番で整理

５）試薬、器具及び装置などの説明文を

「次による。」で統一

６）繰返し分析精度→繰返し精度

・それぞれの試験方法で，定量範囲内
で，繰返し試験で求めた変動係数
（％）の概略値
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Ⅱ．主な改正点（３）

１．共通的な改正点

７）整合化を図ったISOがある場合

記載例

なお，三波長を用いる方法は，1994年に発行されたISO 7887と整合をはかっ

たものである。

備考 この試験方法の対応国際規格を，次に示す。

なお，対応の程度を表す記号は， ISO/IEC Guide21に基づき，IDT（一

致している），MOD（修正している），NEQ（同等ではない）とする。

ISO 7887:1994 Water quality－Examination and determination of 
colour（MOD）
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Ⅱ．主な改正点（４）

１．共通的な改正点

８）表現を追加し、試験操作の明確化

例 7.2水温

備考2. ペッテンコーヘル水温計（図7.2参照）を用いる場合には，金属筒内に試
料を3 回入れ替えた後，試料を満たし，感温液の止まるときの目盛を読
み取る。

備考2. ペッテンコーヘル水温計（図7.2参照）を用いる場合には，現場の水に水
温計を投入して試料をくみ上げ，金属筒内に試 料を3 回入れ替えた
後，試料を満たし，感温液の止まるときの目盛を読み取る。
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Ⅱ．主な改正点（５）

２．共通事項

１）高周波プラズマ質量分析方法（ICP質量
分析方法）を追記（JIS K 0133）

２）定量範囲

・アルキル水銀（Ⅱ）化合物について，

試料中の濃度で示すことを明記

３）繰返し精度［改正点（２）の６）］



次に試薬のところですが、各項目における調製方法はこれ

までとほぼ同様に規定してあのですが、新たに、国家計量

標準のトレーサビリティーが確保されたものも又はそれを

一定濃度に薄めたものを使用するように規定しました。多

くの標準試薬が供給されている現状を追認したものです。 
また、注として、調製に用いた化合物、添加してある酸な

どの種類及び濃度が試験に支障のないものを用いることも

明記しました。 
 
 
 
その他として、液体試薬の混用溶液における濃度表示、規

格の中ではよくＡ（１＋２）といった表現方法が使用され

ておりますが、この説明を追加してあります。何度かこれ

まで質問がきているせいもあります。 
 
また、新たに試薬類、廃液類による室内汚染、人体への吸

引、付着への注意や排水への影響を与える場合も考えられ

たことから、関係法令や規則に従うよう明記しました。 
同様に、ガラス器具類の洗浄についても明記されておりま

す。特に微量の金属類を測定する ICP 発光分光分析法、ICP
質量分析法などを念頭に置かれているものです。 
 
 
 
これからは、各項目の説明になります。 
最初に試料の取扱について、旧規格では鉄やマンガンのと

ころに記載されていた、溶存の試料調製に使用するろ紙に

ついて、ここにも記載しました。 
次に試料の保存処理についてですが、よく質問があったと

ころで、保存温度、保存場所を明記しました。また、各試

験項目で規定されている場合はそれに従うことも明記しま

した。いずれも操作の明確化を意識したものです。 
硫化物イオンの固定に使用する塩基性炭酸亜鉛懸濁液の調

製に使用する硫酸亜鉛七水和物について、この試薬２０ｇ

を１００ｍｌに溶かすことを明記しました。 
それからひ素、アンチモン、にセレンを追加して同様な保

存処理を行うこととしました。 
 
 
 
 
改正点（９）は省略して、改正点（１０）の色度に移りま

す。 
この方法は ISO の 7887 をほぼ全文採用したもので、波長

436nm、525nm、620nm で吸光度を測定し、それぞれの吸

収係数を算出し、吸収係数で色を表すもので、これまでの

ものよりは容易に測定できるものと考えております。 
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Ⅱ．主な改正点（６）

２．共通事項

４）試薬［n)1)］

①各項目の調製方法

②国家計量標準のトレーサビリティが確
保されたもの

③注(3)：試験に支障のないもの

④参考：ＪＣＳＳマーク
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Ⅱ．主な改正点（７）

２．共通事項

５）その他

①n)4)：液体試薬の混合溶液の濃度表
示の説明

②n)8)：試薬類、廃液類による室内汚染
人体への吸入、付着への注意及び取
扱

③p)：ガラス器具類の洗浄
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Ⅱ．主な改正点（８）

３．試料の取扱

１）注(1)：溶存マンガン、溶存鉄のろ紙

２）3.3試料の保存処理

①保存温度（0℃）、保存場所（冷暗所）

②各試験項目で示されている場合

③a)8)：硫酸亜鉛七水和物の水の溶解
量

④b)9)：As，Sb，（Se）の試料の保存
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Ⅱ．主な改正点（１０）

５．透視度

１）備考2.：下口つきシリンダー（ISO）

２）参考：市販品の品質を追記

６．色度：11.2三波長を用いる方法（ISO）



次にｐH に移ります。改正点（１１）になります。 
方法は旧規格のままですが、試料中のｐH が化学的、物理

的、生物学的作用によって迅速に変化するため、試料採取

後直ちに行う。といった説明を追加しました。ISO の 10523
からです。 
また、ｐH 標準液について、先に申し上げてありますが、

国家計量標準にトレーサブルな第２種のものを用いること

を新たに追記しました。旧規格の注にあったトレーサブル

についての説明は削除しました。 
ISO から電極の保存、取扱については、ほぼ全文を備考４．

に追加してあります。詳細は規格本文を参照して下さい。

この後の説明につきましても、詳細な説明は省略さて頂き

ます。 
同様に ISO から備考６．以降をほぼ全文採用されておりま

す。ここで、正誤票が出ており、現在備考６．となってい

るものを、備考６．と備考７．の二つにするようになって

おります。 
お手元に規格票をお持ちでしたらｐ２５の下のところにな

るのですが、備考６．は２行、備考７．は溶解性の低いガ

ラスで始まることから、最後までになります。このため以

降の備考は順送りとなります。 
前後して申し訳ありませんが、ここで正誤票がもう一つあ

り、e)操作の 5)に測定を３回行いその測定値が±０．０５

と表記されておりますが、これはミスで±０．１、旧規格

と同じ値に修正下さい。 
この後のスライドで何カ所かに正誤票として記載してある

ところがあります。正誤票は、１１月４日作成のものが、

規格協会から発行されておりますので、是非入手して下さ

い。前もって申し上げておきますが、あまり多いので驚か

ないで下さい。 
この原案作成においては、短時間で並木先生、土屋先生、

坂本先生、田尾先生はじめ多くの方の大変なご努力により

とりまとめられたもので、表現方法等について不十分と考

えられたところや単位のミスなどが発行後見つかりました。

大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくご対応の方お願い

申し上げます。 
 
 
 
さて、次の電気伝導率に移ります。 
内容の変更はほとんどありませんが、構成を大幅に変更し

ました。また、ISO7888 から恒温槽の規定や、温度換算式、

これは注（４）になりますが、追加しました。更に今回の

改正で、電極の白金黒めっきの条件、電流密度ですが、修

正してあります。旧規格では１０～４０A／ｍ２であったも

のを十倍の１００～４００Ａ／ｍ２になっております。 
ＩＳＯからは更に附属書で示しましたが、電気伝導率にお
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Ⅱ．主な改正点（１１）

７．ｐH

１）試料のｐHに与える影響（ISO）

２）ｐH標準液：国家計量標準にトレーサブ
ルな第2種を追記

３）備考4.電極の保存（ISO）

４）備考6.～8.（ISO）

５）正誤票

①e)5)：±0.05→±0.1

②備考6.→備考6.、備考7.
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Ⅱ．主な改正点（１２）

８．電気伝導率

１）構成（試薬、器具及び装置、操作）

２）b)3)：恒温槽（ISO）

３）注(4)：温度換算式（ISO）

４）電極の白金黒めっき（電流密度）

５）附属書：電気伝導率における温度補正
係数（ISO）



ける温度補正係数の換算式と一覧を示しました。天然水の

場合に適用し、25 度に換算するものです。 
 
 
 
改正点（１３）ですが、ＢＯＤのところでも正誤票が出て

おります。注（１）のこの試験で使用する水についてのも

のですが、これまで蒸留水だけとなっていたものを、試験

に影響がないと考えられる水の使用も考えられておりまし

たので、この表記を追加してあります。 
ＴＯＣにつきましては ISO8245 から全炭素、無機体炭素、

有機体炭素の定義を追加してあります。ここにも正誤票あ

りと記載してあります。規格票をお持ちの方がお出でにな

りましたら、５２頁になります。 
まず、無機体炭素のところで、全二酸化炭素の前に「元素

状、」とし後段にある「の元素状」を削除するようになって

おります。 
また、有機体炭素におきましては、文章の最後のところに

ある「及び元素状の炭素」を削除するようになっておりま

す。 
このＴＯＣのところでは、備考２．の二酸化炭素とする方

式に、高温湿式酸化法、紫外線酸化法など、名称だけです

が方式を追加すると共に、旧規格の備考３．を二酸化炭素

の定量方法も追加して一緒にしてあります。 
更に備考３．としてＩＳＯから検出率の確認方法をほぼ全

文追加してあります。 
 
 
 
フェノール類について説明します。 
最初にこの試験で定量できるフェノール類の定義をＩＳＯ

から「この試験で、対象となるフェノール類は、ベンゼン

及びその類似体のヒドロキシ誘導体で、規定の方法によっ

て４－アミノアンチピリンと反応して着色化合物を生成す

るもの」として追加しました。 
注（１）には、蒸留操作を省略できる条件について旧規格

の備考３．を移行し、この場合の試料の取扱［硫酸銅（Ⅱ）

の添加をしないこと］を追記しております。 
備考１．は妨害についての記載になっておりますが、旧規

格の備考２．になっていたものを移行しております。 
ここにＩＳＯから還元性物質への対応を追加し、油類及び

タール類が含まれている場合で、蒸留における対応を 4.2)
で示してあります。また、アミン類の妨害についても追記

してあります。 
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Ⅱ．主な改正点（１３）

９．生物化学的酸素消費量（BOD)

○正誤票 注(1)：又は同等のもの。

10．有機体炭素（TOC)

１）備考：①全炭素(TC)、②無機体炭素
(TIC)、③有機体炭素(TOC)の定義

（ISO）（正誤票あり）

２）備考2.：CO2にする方法の追加

３）備考3.：検出率の確認方法（ISO）
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Ⅱ．主な改正点（１４）

11．フェノール類（１）（28.1.1）

１）試験におけるフェノール類の定義（ISO）

２）注(1)：蒸留操作を省略できる条件を追記

（旧規格の備考3.を移行、更に追記）

３）蒸留操作の備考1.

①旧規格の備考2.を移行

②2)還元性物質、4)油類及びタール類
の4.2)、5)アミン類（ISO）



フェノール類については、更に、備考４．に蒸留操作から

発色操作を通じての操作全体で回収率を求める方法を追加

してあります。 
また、旧規格にあったフェノール標準液の標定方法につい

ては、標準物質としての品質の安定性に問題が少ないと考

えられたことから、附属書に回しました。 
 
界面活性剤につきましては、内容的な変更はありません。

旧規格にあった界面活性剤の平均分子量の求め方につきま

しては、附属書に回しました。 
農薬の 31.1 にあるエジフェンホスにつきましては、全文を

削除し、JISK0128（用水・排水中の農薬試験方法）の項目

番号を引用に変更しました。この試験方法は、ガスクロマ

トグラフ方法でキャピラリーを用いた方法とガスクロマト

グラフ質量分析方法になっております。 
 
 
 
溶存酸素においては、旧規格でウインクラー-アジ化ナトリ

ウム変法の項目名をよう素滴定法と名称を変更してありま

す。この方法において、注（２）～（４）を追記してあり、

注（２）では、溶存酸素の固定操作を定義しました。 
備考２．については、酸化性物質又は還元性物質の確認方

法をＩＳＯからほぼ全文追加しました。また、備考４．ｎ

還元性物質を含む試料の試験において、空試験方法を明記

しました。 
説明が前後いて申し訳ありませんが、この資料では記載し

てなおのですが、試料の採取方法の記載順で、直接採取す

る場合を最初に記載する修正を行っております。また、こ

の試料の採取方法においては、現地において溶存酸素の固

定を行うこと、着色などがある場合の対応を追記してあり

ます。 
 
 
 
ミラー変法については、この方法の滴定操作のポイントと

なる「硫酸アンモニウム鉄（Ⅱ）の滴定方法」を５）で追

記しました。 
 
隔膜電極法においては、溶存酸素「ゼロ」の溶液を作成す

るときに使用する亜硫酸ナトリウム溶液調製における試薬

の採取量を、ＩＳＯから約 25g→1g に変更しました。また、

この溶液の調製において、塩化コバルトの添加方法が旧規

格の注（２）で記載されておりましたが、今回の改正では

全文削除しました。 
注（６）は溶存酸素飽和水におけるＤＯの測定方法を規定

しているもので、旧規格では表 32.1 だけを参考とする用に

18

Ⅱ．主な改正点（１５）
11．フェノール類（２）（28.1.2）

①備考4.：回収率の確認方法を追記

②標準液の標定方法を附属書に表記

11．フェノール類（３）（28.2.1）

○d)検量線1)：操作5)の表記を追記

12．界面活性剤

○旧規格備考4.の平均分子量の求め方
を附属書に移行

13．農薬31.3エジフェンホス：全文JIS K 1028
の19.引用（GC/MS,GC-キャピラリー）
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Ⅱ．主な改正点（１６）

14．溶存酸素

１）32.1よう素滴定法

①項目名の変更 （ウインクラー-アジ化
ナトリウム変法）

②注(1)～(4)を追記

［特に注(3)でDOの固定操作を定義］

③備考2.酸化性物質又は還元性物質の
確認方法追記（ISO）

④備考4.：空試験の操作を明確化

20

Ⅱ．主な改正点（１７）

14．溶存酸素

２）32.2ミラー変法

○c)5)：滴定方法を明確化

３）32.3隔膜電極法［①,③,⑤は（ISO）］

①a)1)：亜硫酸ナトリウムの採取量（1g）

②旧規格の注(2)削除（塩化コバルト）

③注(6)：DO測定法に32.1を追加

④c)5)：飽和水との水温度の一致を追記

⑤備考7.：隔膜電極の取扱追記



規定されておりましたが、要素滴定法によるＤＯ測定方法

を追記しました。 
溶存酸素の測定方法において、飽和水の水温と一致してい

ることを確認する操作を追記してあります。 
備考７．にはＩＳＯから隔膜電極法の取扱について、使用

前及び測定時の注意事項を追記してあります。 
 
 
 
残留塩素について、ｏ－トリジン法で使用する発色試薬は

発ガン性があるとの指摘があり、削除することが検討され

ましたが、環境省の「特定排水基準の係る検定方法のトリ

ハロメタン生成能の検定方法」において、引用されている

ことから、削除しませんでした。今回の改正では、備考３．

の１）に残留塩素が存在しないこと、２）に残留塩素を消

費しないことのそれぞれの確認方法を、追記してあります。 
ＤＰＤ比色法においては、備考５．～７．にＩＳＯから妨

害物質、マンガン酸化物による妨害の補正方法を追記しま

した。 
ＤＰＤ吸光光度法を上水試験方法を参考として新たに規定

しました。 
ここでもｃ）操作の１）、ｄ）検量線において正誤票が出て

おります。資料に一応示してありますが、入手いただきま

すようお願い申し上げます。 
因みに規格票をお持ちでしたら、103 頁の下にある操作１）

が、資料のとおりの修正になります。また 104 頁の検量線

においては、１）及び２）をあわせて、資料のとおりの修

正になります。 
 
 
 
ふっ素化合物については、主文の修正を行っております。

旧規格では「ふっ素化合物は、ふっ化物イオン、金属ふっ

素化物などを総称し」といった表現がありましたが、今回

の改正では、この表現を削除し、「蒸留分離し、ランタンア

リザリンコンプレキソンとの錯体と反応して青い複合錯

体」と変更してあります。 
標準液の「F- ２μg/ml」の保存容器（ポリエチレン瓶）、

期間（１ヶ月）をＩＳＯから追記してあります。 
注（１）で蒸留時に加える二酸化珪素の粒径「100～150μ
m」を表記してあります。これは旧規格では試薬のところ

で記載されていたものです。 
最近この試薬が入手できないとの質問がありましたが、純

正化学や和光純薬から市販されております。 
蒸留については、ＩＳＯの方法を附属書に追記してあり、

旧規格の備考２．の二重管形の蒸留フラスコを用いる方法

は削除しました。 
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Ⅱ．主な改正点（１８）

15．残留塩素

１）33.1o-トリジン法

○備考3.の1)、2)を追記

２）33.2 DPD比色法

○備考5.～7.を追記（ISO）

３）33.4 DPD吸光光度法：新規追加

①上水試験方法を参考

22

Ⅱ．主な改正点（１９）

15．残留塩素

３）33.4 DPD吸光光度法：新規追加

②正誤票［c)1)］

1) 試料(4)の適量について，33.2のc)1)
の操作を行う。

③正誤票［d)1),2)］

1) 塩素標準液（Cl 5μｇ/ml）0.5～30ml
についてc)1)及び2)の…関係線を作
成する。
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Ⅱ．主な改正点（２０）

16．ふっ素化合物

１）34.1 ランタン-アリザリンコンプレキソン
吸光光度法

①主文の修正

②標準液［8)］の保存条件（ISO）

③注(1)：粒径（100～150μm）

④附属書に蒸留法を追記（ISO）

⑤正誤票 注(1)：10ml→50ml
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Ⅱ．主な改正点（２１）

16．ふっ素化合物

１）34.1ランタン-アリザリンコンプレキソン吸
光光度法

⑥正誤票：注(6)

…必要に応じて水酸化ナトリウム溶
液（40g/L）を滴加する。［ただし，蒸留
後の定量に，34.3のイオンクロマトグ
ラフ法を適用する場合は，フェノール
フタレイン溶液（5g/L）を加えず，ｐH試
験紙による液性を判別する。］



また、ここでも正誤票が出ており、注（１）は、ふっ素標

準液「F- ２μg/ml」の採取量を資料のとおりの修正をお願

いします。更に、注（６）についても資料の表現が追加修

正されております。 
 
 
 
ふっ素化合物のイオン電極法においては、資料のとおりＩ

ＳＯから備考２．に溶存ふっ化物イオンの定量、ろ過方法、

備考３．に標準液の調製範囲、ｂ）の器具及び装置におけ

る１）電位差計及び２）指示電極においては、それぞれの

条件、４）測定容器、５）恒温槽は新たに追記してありま

す。 
最近測定容器にある、ポリプロピレン製で恒温ジャケット

が取り付けられている市販品があるのかとの質問がありま

した。ポリプロピレン製を用いているのは絶縁性がよいこ

とからＩＳＯで規定されていると考えられること、恒温ジ

ャケットは測定容器を一定温度に保つものであればどのよ

うなものでもよいことから、独自に作成したものでよいこ

とを申し上げてあります。 
 
 
同様にＩＳＯから資料の⑤～⑨にしめす測定条件などを追

記してあります。 
 
 
 
 
 
このイオン電極法においても正誤票が出ております。定量

範囲、標準液の調製などになっております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次にふっ素化合物のイオン電極法です。この方法は新たに

追加されたものです。測定方法は塩化物イオンの項目の引

用になっております。 
ふっ化物イオンのイオンクロマトグラフ法では、ＩＳＯか

ら①に示してあるとおりろ過した試料、溶存状態のふっ化

物イオンを測定することとなります。ふっ素化合物として

測定する場合は、これまで環境省の告示で提示されていた

方法を踏襲して、蒸留後の試料への適用、ハロゲン化物を

多量に含む場合の試料への適用方法を備考８．に示しまし
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Ⅱ．主な改正点（２２）

16．ふっ素化合物

２）34.2イオン電極法

［①,②,④（ISO）］

①備考2.を追記（妨害物を含まない溶存
ふっ化物イオンの定量、ろ過）

②標準液［2)］の保存方法追記
③備考3.に標準液の調製範囲追記

④b)の1)，2)，4)，5)の説明
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Ⅱ．主な改正点（２３）

16．ふっ素化合物

２）34.2イオン電極法

［⑤～⑨（ISO）］

⑤c)の測定条件等をISOから追記

⑥注(16)：かき混ぜ速度

⑦注(17)：記録条件

⑧注(19)：連続測定条件

⑨備考4.：緩衝液
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Ⅱ．主な改正点（２４）

16．ふっ素化合物

２）34.2イオン電極法

⑩正誤票

・定量範囲：0.1～100mg/Lに修正

・標準液：5mg/L，0.5mg/Lを削除。

0.2mg/L→0.1mg/Lに修正

・注(18)： 0.1～100mg/Lに修正

・備考4.の参考を削除
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Ⅱ．主な改正点（２５）

16．ふっ素化合物

３）34.3イオンクロマトグラフ法（新規）

［①～③（ISO）］

①ろ過した試料へ適用

②試料の保存方法

③備考8.に蒸留操作後の適用

④備考8.にハロゲン化を大量に含む試
料への適用

⑤測定方法は、35.3の項番引用



た。 
後で、イオンクロマトグラフ法について改めてお話ししま

す。 
 
 
 
塩化物イオンについては、硝酸銀滴定法において定量範囲

を１ｍｇ→５ｍｇに変更してあります。低濃簿の場合はイ

オンクロマトグラフ法などを使用していただきたいと考え

られているためです。 
ただし、今回の改正では指示薬を「ウラニン」から「ジク

ロロフルオレセインナトリウム」に変更し、さらに備考２．

で試料にあるように標準液を添加して試料中の塩化物イオ

ン濃度を５ｍｇ/Ｌ以上にする方法を提示してあり、この方

法を使用すると、終点が明瞭に判断できるようになり、低

濃度の測定にも適用できるものとなっております。 
 
 
 
塩化物イオンのイオン電極法は、ふっ素化合物で触れてい

るＩＳＯなどの追記があるため、それを引用する形での整

合化をしております。 
イオンクロマトグラフ法におきましては、今回の改正全体

について共通しているものですが、同時測定できる方法で

は、同時測定を中心に記載し、個別測定も可能であるとの

内容で整理されております。 
従いまして、この項目で、陰イオンを測定する元素を一括

で示してあります。塩化物イオンの他に、亜硝酸イオン、

硝酸イオン、りん酸イオン、臭化物イオン、硫酸イオンに

ついて、サプレッサー有り無しの場合の定量範囲、各陰イ

オンの標準液の調製方法、混合標準液の調製方法を一括で

示してあります。 
ふっ化物イオン、りん酸イオンは新たに追加された項目で

す。 
同時測定する場合の試料の取扱についてもこの項目で、亜

硝酸イオン、硝酸イオン、りん酸イオン及び臭化物イオン

の測定では保存処理は行わないことを一括で示してありま

す。 
 
 
 
今回の改正では、溶離液については、分離性能の確認方法、

溶離液の調製方法の注意点についてだけの記載にしました。

溶離液の調製方法の例示はＩＳＯから附属書に示しました。 
分離性能の確認方法は、イオンクロマトグラフ法の通則で

ＪＩＳＫ０１２７から備考８．に示しました。 
再生液については、サプレッサー使用時に使用するもので

すが、分離カラムと組み合わせて、分離性能を確認する方

29

Ⅱ．主な改正点（２６）

17．塩化物イオン

１）35.1硝酸銀滴定法［③（ISO）］

①定量範囲：1mg以上→5mg以上

②指示薬の変更、注(1)で旧規格のもの

③器具に磁器皿を追記

④備考2.に試料中のCl-濃度が5mg/L以
上となるように標準液を添加の操作
追記

30

Ⅱ．主な改正点（２７）

17．塩化物イオン

２）35.2イオン電極法

○ふっ素化合物イオンに整合

３）35.3イオンクロマトグラフ法

①ふっ化物イオン、りん酸イオンを追加

②同時測定又は個別測定

③亜硝酸イオン、硝酸イオン、りん酸イ
オン及び臭化物イオンでは保存処理
は行わず、直ちに測定

31

Ⅱ．主な改正点（２８）

17．塩化物イオン

３）35.3イオンクロマトグラフ法

④溶離液

・分離性能は分離度の確認（備考8.）

・調製方法、例示は附属書

・脱気、脱気した水で調製（ISO）

⑤再生液

・サプレッサー使用時に必要

・分離性能は分離度の確認（備考8.）



法としました。 
 
 
 
この項目で陰イオンを一括で表記したことに付随して、旧

規格で各項目で記載されていた、標準液の調製方法、妨害

物質などについては、ここに同様に一括で示し、更にＩＳ

Ｏから妨害について、注（２６）、表３５．２に追記してあ

ります。 
各元素への換算式もここで示してあります。 
 
 
 
次にシアン化合物の全シアン、イオン電極法についてです。 
全シアンの定量において、シアンが含まれていない試料で

亜硝酸イオンやＥＤＴＡの共存によってシアンが検出され

る場合の対応についての注（８）について、試料に示す表

現が追記されております。 
イオン電極法においては、変更はないのですが、塩化物イ

オンの場合と同様に、ふっ素化合物のイオン電極法との整

合をはかったものとなっております。 
 
 
 
硫化物イオンにつきましては、メチレンブルー吸光光度法

において、備考２．に硫化物イオンの硫化亜鉛として固定

する方法が提示されておりますが、その固定量を定量的に

示しました。また、ＩＳＯから試料のろ過の器具、操作方

法を備考３．の２）、３）に示すと同時に、その図も示して

あります。この備考３．の２）の方法は、よう素滴定法に

おいても引用してあります。 
硫化物イオンのストリッピング装置を用いて定量する方法

をＩＳＯから附属書に示しました。 
 
 
 
アンモニウムイオンについて、各試験方法の適用を備考１．

で新たに記載してあります。 
蒸留法の前処理においては、新たに注（１）に残留塩素の

除去として蒸留前の試料にチオ硫酸ナトリウムの結晶を添

加しておく方法を記載してあります。また、備考３．には

妨害物質の脂肪族アミン、芳香族アミンなどについて記載

してあります。 
インドフェノール青吸光光度法について、サリチル酸塩に

よる方法をＩＳＯから附属書に示しました。当初は本文に

するように検討されていたのですが、強制法規にも引用さ

れている項目であることから、今回の改正では附属書に示

しました。 

32

Ⅱ．主な改正点（２９）

17．塩化物イオン

３）35.3イオンクロマトグラフ法

⑥標準液を一括でこの項で表記

⑦妨害物質（備考9.）

・a)～c)（ISO)

・d)：旧規格の各項目から一括表記

⑧備考11.：窒素、りんへの換算式

⑨各イオンの妨害イオンの許容割合

［注(26)、表35.2］
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Ⅱ．主な改正点（３０）

18．シアン化合物

１）38.1.2全シアン

○注(8)：EDTAが関与と考えられる場合
は、添加を除いた蒸留操作を追記

２）38.4イオン電極

○ふっ素化合物のイオン電極法の器具
及び装置、操作等に整合

34

Ⅱ．主な改正点（３１）

19．硫化物イオン

１）39.1メチレンブルー吸光光度法

①塩基性炭酸亜鉛の硫化物イオン固定
量を明記（10mlで約50mg）（備考2.）

②ろ過器具を明記（ISO）

・ピストンシリンジ、加圧ろ過装置

③ストリッピング装置の定量法を附属書

２）39.2よう素滴定法

○ろ過器による処理を追記（備考9.）
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Ⅱ．主な改正点（３２）

20．アンモニウムイオン

１）各試験方法の適用を備考1.で追記

２）42.1前処理（蒸留法）

①試料中の残留塩素除去を追記［注(1)］
②妨害物質を追記（備考3.）

３）42.2インドフェノール青吸光光度法

○サリチル酸塩による吸光法は附属書

（ＩＳＯ）



 
アンモニウムイオンのイオン電極法は、いずれもＩＳＯか

らでありますが、塩化物イオンなどと同様にふっ素化合物

のイオン電極法との整合をはかった改正を行っております。

この他に、試薬では塩化アンモニウム溶液、アルカリ性緩

衝液を追加してあります。 
また、注（８）には低濃度の標準液の調製方法を、備考 11.
には電極の保管方法、アミン類や界面活性剤等の妨害を備

考１２．５），６）及び表４２．１に新たに示してあります。 
 
 
 
アンモニウムイオンの定量には、イオンクロマトグラフ法

が新たに追加されております。陽イオン、アンモニウムイ

オン、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム

の元素との同時になっております。試験操作などは、ナト

リウムの項番を引用しております。 
このイオンクロマトグラフ法においては、試料の保存処理

について、資料のとおりで「試料の保存処理は行わず、直

ちに試験を行う」こととなっており、「保存する場合は、０

～１０℃の冷暗所で保存し、できるだけ早く試験する。」と

してあります。 
 
 
 
亜硝酸イオンは、ナフチルエチレンジアミン吸光光度法に

おいて、ＩＳＯの発色試薬を使用する方法が備考２．に新

たに示されております。 
亜硝酸イオン、硝酸イオンのイオンクロマトグラフ法は塩

化物イオンの項番の引用とし、旧規格にあった本文を全文

削除しました。 
 
 
 
有機体窒素は、注（１）にＩＳＯから、しばらく使用して

いない蒸留装置の使用時における洗浄について追記してあ

ります。また、備考４．にはほう酸溶液の濃度を明記しま

した。旧規格では飽和のほう酸溶液となっておりました。

さらにこの備考によった場合は、試料中の有機体窒素濃度

を算出する本文中の色の適用ができないことも明記してあ

ります。 
 
 
 
次にりん酸イオンについてです。 
旧規格にあった塩化すず還元法は削除されております。当

初からあった試験方法ですが、最近はあまり利用されてい

ないのではとの意見もあり、削除されました。 
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Ⅱ．主な改正点（３３）

20．アンモニウムイオン

４）42.4イオン電極法（ISO）

①ふっ素化合物のイオン電極法の器具
及び装置、操作等に整合

②低濃度の標準液調製方法［注(8)］

③電極の保管方法（備考11.）

④アミン類や界面活性剤等の妨害

［備考12.5),6)］
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Ⅱ．主な改正点（３４）

20．アンモニウムイオン

５）42.5イオンクロマトグラフ法（新規）

①陽イオンと同時定量（NH4,Na,K,Ca,Mg）

②3.3の試料保存は行わず直ちに試験。
保存する場合は、0～10℃の冷暗所、
できるだけ早く試験する。

③試薬、器具及び装置、操作等はNaの
項番を引用
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Ⅱ．主な改正点（３５）

21．亜硝酸イオン

１）43.1.1ナフチルエチレンジアミン吸光光度
法

○混合発色試薬を使用（備考2.）（ISO）

２）43.1.2イオンクロマトグラフ法

○塩化物イオンの項番の引用（本文削
除）

22．硝酸イオン 43.2.5イオンクロマトグラフ法

○塩化物イオンの項番の引用（本文削
除）
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Ⅱ．主な改正点（３６）

23．有機体窒素

１）44.1前処理（ケルダール法）

①蒸留装置の取扱［注(1)］（ISO）

②ほう酸溶液（20g/L）、式適用不可（備
考4.）
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Ⅱ．主な改正点（３７）

24．りん酸イオン

１）旧規格の塩化すず還元法は削除

２）46.1.1モリブデン青吸光光度法

①ひ素（V）の除去（備考1.）

・検討試験結果から修正

・除去濃度を明記（10mg/L）

②亜硝酸イオンの妨害（備考3.）

・アミド硫酸ナトリウム添加で約7mgま
で抑制



モリブデン青吸光光度法においては、後ほど検討試験結果

をお話ししますが、その結果から以下のものが改正されて

おります。 
最初に備考１．におけるひ素の除去濃度を 10mg/L と明記

しました。備考３．の亜硝酸イオンの妨害除去に使用する

アミド硫酸ナトリウム添加のモリブデン酸アンモニウム溶

液を用いた場合は、亜硝酸イオン約７mg まで妨害しない

ことも明記しました。旧規格では約２０mg となっていた

ものです。 
 
 
 
備考４．においては、鉄（III）の妨害の量を３０mg から

１０mg 以上に修正してあります。 
また備考６．は旧規格のままですが、ＤＩＢＫ抽出の操作

を備考１２．の引用によると明記しました。 
さらに発色試薬としてモリブデン酸アンモニウム-アスコ

ルビン酸混合溶液を用いる方法が備考７．に記載してある

のですが、備考８．ではモリブデン酸アンモニウム溶液、

アスコルビン酸溶液を別々に添加する方法を新たに追記し

てあります。 
りん酸イオンの定量には、イオンクロマトグラフ法が新た

に追記されておりますが、測定操作等は塩化物イオンの項

番を引用しております。 
 
 
 
加水分解性りんについては、変更はないのですが、塩化す

ず還元法が削除されたことに関連して部分的な修正が行わ

れております。 
全りんは、分解後の注意について注（１３）に旧規格も記

載がありましたが、臭化物イオンを塩化物イオンに修正し、

塩素ガスが発生するため、その注意事項が示されており、

更に塩素の除去法として煮沸法を明記しました。 
 
 
 
全りんの定量において、ひ素（Ⅴ）からひ素（III）への還

元方法が注（１６）に示されておりますが、硫酸の濃度、

チオ硫酸ナトリウム溶液の濃度、添加量を資料のとおりに

改正してあります。また還元の放置時間も資料のとおりに

改正してあります。 
旧規格では、硫酸酸性二流酸ナトリウム-チオ硫酸ナトリウ

ム溶液５ml、放置時間は１～２分間となっておりました。 
 
注（１６）、（１７）について正誤票が出ておりますので、

ご確認下さい。 
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Ⅱ．主な改正点（３８）

24．りん酸イオン

２）46.1.1モリブデン青吸光光度法

③鉄（III）の妨害（備考4.）

・30mg以上→10mg以上に修正

④DIBK抽出操作を明記（備考6.）

⑤備考7.の混合溶液（発色）ではなく、
別々に添加して発色する操作を追記
（備考8.）

３）46.1.3イオンクロマトグラフ法（新規）

○塩化物イオンの項番を引用
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Ⅱ．主な改正点（３９）

24．加水分解性りん

１）旧規格46.1.2削除に関連して

①定量範囲

②旧規格注(9)，(10)， (13)削除

25．全りん

１）46.3.1ペルオキソ二硫酸カリウム分解法

①分解瓶の取扱［注(13)］

・臭化物イオン→塩化物イオン

・塩素臭の除去法で煮沸法を明記
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Ⅱ．主な改正点（４０）

25．全りん

１）46.3.1ペルオキソ二硫酸カリウム分解法

②ひ素（III）への還元［注(16)］

・硫酸（1mol/L）1.5ml＋チオ硫酸ナトリ
ウム溶液（7.65g/L）1.5ml添加

・放置時間を5～10分間

・正誤票

◎60/25→（60+c)/25 （後ろ）
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Ⅱ．主な改正点（４１）

25．全りん

１）46.3.1ペルオキソ二硫酸カリウム分解法

③注(17)正誤票

◎60/25→（61+c)/25 （後ろ）

◎（60+b)/25→ （61+b)/25 （後ろ）



 
続いてほう素のメチレンブルー吸光光度法においては、注

（１）で試料のろ過を示してあります。旧規格ではアゾメ

チンＨ吸光光度法で規定されていたものですが、この吸光

光度法においても、試料をろ過してから定量操作を行うこ

ととなっております。注（２）も同様です。 
 
 
 
ほう素のＩＣＰ質量分析法です。新たに規定されたもので

す。 
この方法は通常多元素同時測定法として用いられる方法に

なるわけですが、試料の前処理としてろ過だけの方法であ

るため、多の金属元素とは別に単独で定量する方法となっ

ております。また、他の金属で溶存を測定する場合でも、

ほうその場合はＩＣＰ発光分光分析法の備考６．にあるよ

うに、メモリー効果が大きいため、単独測定が前提になり

ます。 
内標準元素はイットリウム、インジュウムを用いておりま

す。 
ＩＣＰ質量分析法においては、通常検量線法は用いられな

いようですが、備考８．に示してありますが、主成分元素

又は有機物の含有量が少なく、非スペクトル干渉が無視で

きる場合は、内標準元素の添加を行わない検量線法が用い

られるように規定してあります。 
ここでも正誤票が出ております。 
 
 
 
ナトリウムにおいては、フレーム光度法にＩＳＯからカリ

ウム、カルシウムの影響を抑制するため、塩化セシウム溶

液を試料にあるとおり添加して定量する方法を備考１．に

示してあります。 
イオンクロマトグラフ法においては、この項目で塩化物イ

オンと同様、陽イオンのアンモニウムイオン、ナトリウム、

カリウム、カルシウム、マグネシウムの同時定量法を一括

で示してあります。カルシウム、マグネシウムは新規に追

加された項目です。 
このイオンクロマトグラフ法は、塩化物イオンと同様に同

時定量が中心に整理されております。必要に応じて単独定

量、複数定量が可能となる記載となっております。 
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Ⅱ．主な改正点（４２）

26．ほう素

１）47.1メチレンブルー吸光光度法

①試料のろ過［注(1)］

②懸濁物を含まない試料又は除いた試
料に有機物が含まれている場合
［注(2)］
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Ⅱ．主な改正点（４３）

26．ほう素

２）47.4ICP質量分析法（新規）

①内標準元素（Y,Ｉn）

②非スペクトル干渉が無視できる試料は
検量線法（備考8.）

③メモリー効果対策（備考9.）

④正誤票

・（Ｙ 50mg/ml）→ （Ｙ 50μg/ml）

・（In 50mg/ml）→ （In 50μg/ml）
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Ⅱ．主な改正点（４４）

27．ナトリウム

１）48.1フレーム光度法

○K,Ca影響抑制（備考1.）

・塩化セシウム（25g/L）

試料40ml：添加量5ml(ISO）

２）48.3イオンクロマトグラフ法

①Ca,Mg新規追加

②同時定量又は単独定量



 
溶離液、再生液についても塩化物イオンと同様となってお

ります。 
 
 
 
 
妨害についても、塩化物イオンと同様の整理になっており

ますが、ＩＳＯから備考６．を追記してあります。 
 
ここでも正誤票が出ております。 
 
 
 
 
 
カリウムにおいては、資料にないのですが、フレーム光度

法のナトリウム影響抑制として、備考１．に塩化セシウム

を用いる方法をナトリウムの備考１．の引用で示してあり

ます。 
フレーム原子吸光法では、カルシウムの影響抑制のため、

塩化セシウム溶液の添加方法を示してあります。 
イオンクロマトグラフ法では、ナトリウムの項番を引用し、

旧規格にあった操作等は全文削除してありますが、カリウ

ムに必要な備考は旧規格のままとなっております。 
 
 
 
 
カルシウムのキレート滴定法では、旧規格にもあったので

すが、ＩＳＯからＨＳＮＮ指示薬のＨＳＮＮと硫酸カリウ

ム、ＨＳＮＮと塩化ナトリウムを用いた粉末の指示薬が利

用できるように新たに追記されております。 
ＥＤＴＡ溶液の調製方法を、加熱時間等を除いた方法で規

定してあります。また、この評定には亜鉛溶液を用いた方

法で新たに記載しました。 
シアン溶液の添加をしない条件を注（４）にＩＳＯから新

たに追記してあります。さらに同様にＩＳＯから備考１．

にシアン溶液の取扱を備考１．に新たに追記、備考２．に

も妨害について新たに追記してあります。 
 
 
 
フレーム原子吸光法では、ＩＳＯからアセチレン-一酸化二

窒素フレームを用いる場合に、塩化セシウム溶液を用いる

方法を備考４．に新たに追記してあります。 
ＩＣＰ発光分光分析法では、同時測定が可能なマグネシウ

ムを含めてここで一括で整理してあります。旧規格ではア

ルミニウムも同時定量の対象元素となっておりましたが、
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Ⅱ．主な改正点（４５）

27．ナトリウム

２）48.3イオンクロマトグラフ法

③溶離液

・分離性能は分離度の確認（備考3.）

・調製方法、例示は附属書

④再生液

・分離性能は分離度の確認（備考3.）
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Ⅱ．主な改正点（４６）

27．ナトリウム

２）48.3イオンクロマトグラフ法

⑤妨害（備考6.）（ISO）

⑥正誤票

・a)9) マグネシウム標準液

（Mg 5mg/ml）→ （Mg 1mg/ml）
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Ⅱ．主な改正点（４７）

28.カリウム

１）49.2フレーム原子吸光法

○Ca影響抑制（備考2.）

２）49.3イオンクロマトグラフ法

①ナトリウムを項番で引用

②旧規格の備考等はそのまま
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Ⅱ．主な改正点（４８）

29.カルシウム

１）50.1キレート滴定法

①粉末の指示薬［注（1）］（ISO）

②EDTA溶液調製方法及び標定方法

・亜鉛溶液を用いた標定

・亜鉛溶液の調製方法（JIS K 8005）

③シアン溶液の無添加［注（4）］（ISO）

④シアン溶液の取扱（備考1.） （ISO）

⑤滴定への妨害（備考2.） （ISO）
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Ⅱ．主な改正点（４９）

29.カルシウム

２）50.2フレーム原子吸光法

○多燃料フレーム対応（備考4.） （ISO）

３）50.3ICP発光分光分析法

①Mgとの同時定量又は個別定量

②検量線作成の調製範囲［注（12）］

４）50.4イオンクロマトグラフ法（新規）

○ナトリウムを項番で引用



今回の改正では、削除されております。 
イオンクロマトグラフ法は、新たに規定されたものですが、

ナトリウムの項番を引用しております。 
 
 
 
マグネシウムのキレート滴定法も、カルシウムの場合と同

様な変更となっております。 
指示薬の名称については、エリオクロムブラックＴ溶液の

表記からＥＢＴ溶液の表記に変更してありますが、調製方

法等は旧規格のままです。しかし、ＩＳＯから注（１）で

この指示薬以外にメタニル塩を用いることも可能としてお

ります。また、備考１．にもＥＢＴと他の試薬との調製に

よる指示薬の使用も可能となっております。 
ＥＤＴＡ溶液は旧規格と同様にカルシウムの引用となって

いるのですが、標定方法等はカルシウムで説明したとおり

亜鉛溶液を用いたものとなっております。 
シアン溶液を使用しない条件も、ＩＳＯから注（３）で示

してあります。 
 
 
 
ＩＣＰ発光分光分析法はカルシウムの項番を引用にし、操

作等は全文削除となっております。 
イオンクロマトグラフ法は新たに追加された方法ですが、

ナトリウムの項番引用となっております。 
 
 
 
 
 
銅についてですが、これに関連する金属元素を代表して説

明させていただきます。 
フレーム原子吸光法では、分析装置、準備操作をここで規

定して、他の元素ではこれを引用するように整理しました。

内容の改正はありません。 
フレーム原子吸光分析装置につきましては、「JISK0121 に

規定するフレーム原子吸光分析装置で、測定対象元素用の

中空陰極ランプ又は無電極放電ランプを備え、かつ、バッ

クグラウンド補正が可能なもの。」としました。 
また、準備操作においては、資料のとおりで整理しました。 
電気加熱原子吸光法においても、内容の改正はありません

が、フレーム原子吸光法と同様に、分析装置、準備操作を

修正し、規定しました。 
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Ⅱ．主な改正点（５０）

30.マグネシウム

１）51.1キレート滴定法

①指示薬表記を修正（EBT溶液）

②EDTA溶液調製方法及び標定方法

・Ｃaの引用

③指示薬［注（1），備考4.］（ISO）

④シアン溶液の無添加（備考3.） （ISO）
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Ⅱ．主な改正点（５１）

30.マグネシウム

１）51.3ＩＣＰ発光分光分析法

○Ｃａの項番の引用

２）51.4Iイオンクロマトグラフ法（新規）

○Ｎａの項番の引用
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Ⅱ．主な改正点（５２）

31.銅（関連する金属の代表）

１）52.2フレーム原子吸光法

①フレーム原子吸光分析装置

②準備操作 5.5→5.

２）52.3電気加熱原子吸光法

①電気加熱原子吸光分析装置

②準備操作 5.5→5



 
ＩＣＰ発光分光分析法については、同時定量を中心に整理

し、ここで一括で標準液の調製等を示しました。対象とな

る項目の変更はありません。同時定量の対象、単独の定量

はイオンクロマトグラフ法の場合と同様な整理となってお

ります。 
なお、附属書には、それぞれ単独での測定になるのですが、

銀、バリウム、ベリリウム及びウランについて示してあり

ます 
さて、標準液は、一括でこの項目で示してあるのですが、

旧規格にあった試薬を用いての調製、ＪＩＳ試薬を用いて

の調製は削除されており、金属を溶解して調製する方法と

なっております。ただし、金属の溶解が困難なものについ

ては試薬を用いて調製するものも、そのまま残っており、

マンガン標準液に用いる過マンガン酸カリウム、クロム標

準液に用いる二クロム酸カリウムなどがそれにあたります。 
ＩＳＯから、測定前、連続測定中の測定系の洗浄を注（11）
に示してあります。 
 
 
 
更にＩＣＰ発光分光分析法の検量線の調製範囲については、

注（１７）に「検量線の最高濃度の５～１０倍」と提示し

てあります。 
この資料では記載してありませんが、内標準元素にはイッ

トリウムの他に、インジウム、イッテルビウムも使用でき

るようになっております。これは、アルミニウム、クロム、

モリブデン、バナジウムの同時定量、ビスマス、タングス

テンの単独定量の場合にも同様な内標準元素が用いられる

ようになっております。 
ＩＣＰ質量分析法では対象金属元素が、１３元素と大幅に

増えております。同時定量の対象、単独の定量は、イオン

クロマトグラフ法の場合と同様な整理になっております。 
なお、ＩＳＯ１７３５３においては６２元素が対象となっ

ております。今回の改正では、この検討も行っているので

すが、国内で必要と考えられた項目だけを対象とすること

から今回の改正内容となっております。 
また、附属書には、水銀、銀、バリウム、ベリリウム及び

ウランの方法が示されております。 
 
 
 
標準液の調製については、ＩＣＰ発光分光分析法の引用の

他、各項目で関連する元素の引用となっております。 
また、標準液の濃度確認方法として注（２１）に、「定期的

に濃度の安定性を、新たに調製した標準液と比較して確認

する。特に、濃度の低い標準液は濃度が低下し安いため注
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Ⅱ．主な改正点（５３）
31.銅（関連する金属の代表）

３）52.4ICP発光分光分析法

（Cu,Ｚn,Pb,Cd,Ｍn,Fe,Ni,Co）

①同時定量又は単独定量

②標準液

・金属を溶解して調製

・旧規格にある試薬による調製方法は
削除

③測定前、連続測定中での測定系の洗
浄［注(11)]（ISO）
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Ⅱ．主な改正点（５４）

31.銅（関連する金属の代表）

３）52.4ICP発光分光分析法

④検量線の調製範囲［注(17)］

４）52.5ICP質量分析法

（Cu,Ｚn,Pb,Cd,Ｍn,Al,Ni,Co,As,Bi,Cr,Se,V）

①対象元素（6→17）

②同時定量又は単独定量（6→13）
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Ⅱ．主な改正点（５４）
31.銅（関連する金属の代表）

４）52.5ICP質量分析法

③標準液

・ICP発光分光分析法からの引用

・各項目の関連元素を引用

・濃度の定期的確認［注(21)]

・沈殿が生じないもの［注(22)]

④内標準元素（Ｙ,Ｉｎ,Ｂｉ）

⑤スペクトル干渉［注(24), (25),表52.3]

⑥非スペクトル干渉（備考13.）



意する」としております。 
更に注（２２）において、標準液を混合した場合、沈殿が

生じることも考えられることから、沈殿の生じないものと

して規定されております。 
内標準元素としては、ほう素の場合と同様イットリウム、

インジュウムがありますが、更にビスマスも用いられるよ

うになっております。 
スペクトル干渉については、注（２４）、（２５）及び表 52.3
に示されております。 
ほう素の場合と同様に、主成分元素又は有機物の含有量が

少なく、非スペクトル干渉が無視できる場合は、内標準元

素の添加を行わない検量線法が用いられるように規定して

あります。 
 
 
 
アルミニウムのＩＣＰ発光分光分析法は、旧規格では同時

測定にカルシウム、マグネシウムとなっておりましたが、

今回の改正で、アルミニウム、クロム、モリブデン、バナ

ジウムで同時定量法となっております。 
標準液の調製は、この項目で一括整理してあり、硝酸酸性

ですべて調製することとなっております。 
装置、操作等は銅を引用したものとなっております。 
 
 
 
次にひ素の水素化物発生原子吸光法ですが、旧規格では備

考で示されていたものですが、連続水素化物発生法を本文

にし、これまでのもの、バッチ式ですが、備考３．にして

あります。水素化物発生法はテトラヒドロほう酸ナトリウ

ムを用いる方法となっており、旧規格のよう化カリウム、

塩化すず、鉄を用いる方法は削除されております。 
この備考３．においては、テトラヒドロほう酸ナトリウム

をシリンジによる方法としてあります。 
備考２．にＩＳＯから循環式分解装置を示すとともに、そ

の操作を提示してあります。 
旧規格の備考２．にあった水素化物の濃縮法は備考４．と

して規定されております。また、遷移金属による妨害対応

を備考５．に新たに提示してあります。 
 
 
 
水素化物発生ＩＣＰ発光分光分析法においては、水素化物

発生方法は旧規格と同様なのですが、水素化物発生原子吸

光法において、連続式が本文となったことから、この原子

吸光法の操作を引用する表記としております。旧規格の備

考５．備考６．を削除し、新規格では備考７．で遷移金属

の妨害を水素化物発生原子吸光法の備考５．の引用で表記
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Ⅱ．主な改正点（５５）

32.アルミニウム（関連する金属の代表）

１）58.4ICP発光分光分析法

（Al,Cr,Mo,V）

①標準液

・硝酸酸性で調製

②装置、操作等は銅を引用
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Ⅱ．主な改正点（５６）

33.ひ素（関連する金属の代表）

１）61.2水素化物発生原子吸光法

①連続水素化物発生法を本文

②循環式分解装置（備考2.）（ISO）

③バッチ式水素化物発生法（備考3.）

④濃縮法（備考4.）（旧規格備考2.）

⑤遷移金属による妨害（備考5.）
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Ⅱ．主な改正点（５７）

33.ひ素（関連する金属の代表）

１）61.3水素化物発生ICP発光分光分析法

①水素化物発生法の操作、遷移金属妨
害（61.2の引用）

②セレンとの同時定量を不採用

２）61.4ICP質量分析法

①銅の項番の引用

②塩素を含む試料の補正方法（備考9.）



してあります。更にこの備考７．に標準添加法を用いる場

合は、バックグラウンド補正を行うことを表記してありま

す。旧規格の備考６．にあったものです。 
今回の改正では、各種の検討報告などから、セレンとの同

時測定を不採用としました。 
ひ素のＩＣＰ質量分析法は、新規に規定されたものですが、

銅の項番の引用となっております。 
しかし、ひ素のこの方法の場合は、塩酸、塩化物イオンな

どの塩素を多量に含む試料ではスペクトル干渉の影響が大

きくなることから、備考９．に補正の方法を示してありま

す。 
 
 
 
改正点の概要説明の最後になります。アンチモンのＩＣＰ

質量分析法についてです。新規に規定された方法となりま

す。同時測定としてはアンチモン、すず、モリブデン、タ

ングステンとなっております。他の同時測定の場合と同様

に、この項目のところで一括で標準液の調製等を整理して

あります。 
混合標準液の調製においては、他の金属と違い塩酸を用い

て調製することとしておりますが、注（１５）に硝酸を用

いてもよいとしてあります。 
装置、操作等、非スペクトル干渉については、銅を引用し

ております。 
 
 
 
改正点の詳細として、これまでお話ししたことも踏まえて

主に同時測定方法を中心としてまとめ的にご説明申し上げ

ます。 
最初にイオンクロマトグラフ法です。陰イオン、陽イオン

の同時測定対象元素を一覧として示しました。対象イオン

に「○」がついているのは、今回新規に追加された元素で

す。陰イオンではふっ化物イオン、りん酸イオン、陽イオ

ンではカルシウム、マグネシウムになっております。 
陰イオンの定量範囲についてはサプレッサーあり、サプレ

ッサーなしのものが示されております。サプレッサーあり

の場合、定量下限値が無しの場合の約１／５となっており

ます。 
 
 
 
分離度について、イオンクロマトグラフ分析通則（ＪＩＳ

Ｋ０１２７）にあるものを示してあります。第二成分と第

一成分のピーク距離と考えていただければよいと思います。

分離度の計算式は本文中にも示されております。この分離

度の求め方は、もともとはＩＳＯにあったもので、通則で
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Ⅱ．主な改正点（５８）

34.アンチモン（関連する金属の代表）

１）62.4ICP質量分析法

（Sb,Sn,Mo,W）

①混合標準液 塩酸（又は硝酸）による
調製

②装置、操作、スペクトル干渉、検量線
法は銅を引用

③非スペクトル干渉［備考12.］
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Ⅲ．改正点の詳細（１）
1.イオンクロマトグラフ法

１）陰イオン サプレッサ－あ
り

サプレッサーな
し

塩化物 (Cl
-
) 0.1～25 0.5～25

ふっ化物○ (F-) 0 .05～20 0.1～20

亜硝酸 (NO2
-) 0.1～25 0.5～25

硝酸 (NO3
-) 0.1～50 0.5～50

りん酸○ (PO4
3-) 0.1～50 0.5～50

臭化物 (Br-) 0.1～50 0.5～50

硫酸 (SO4
2-) 0 .2～100 1～100

○：新規

備考　測定範囲は，検出器，試料注入量，カラムの交換容量などにより変わる。

陰イオン

表35.1　イオンクロマトグラフ法による陰イオンの定量範囲の一例

２）陽イオン

定量範囲
（mg/L）

繰返し精
度（%）

ア ンモニウムイオン （NH4
+） 0.1～30 2～10

ナトリウム （Na） 0.1～30 2～10
カリウム （K） 0.1～30 2～10
カルシウム○ （Ca） 0.2～50 5～10
マ グネシウム○ （Mg） 0.2～50 5～10

対象陽イオン

注* 定量範囲は，検出器，試料注入量，カラムの交換容量などにより変わる。

表48.1　各陽イオンの定量範囲などの一例*
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Ⅲ．改正点の詳細（２）
1.イオンクロマトグラフ法

３）分離度（JIS K 0127)

陰イオン混合標準液
（1mg/ml）を用いた場
合は分離度1.3以上が
必要。

 
21

12 )(2
WW
ttR RR

+
-´=

ここに， ｔR1：第１ﾋﾟー ｸの保持時間(S)
ｔR2：第2ﾋﾟｰｸの保持時間(S)

W1：第１ﾋﾟｰｸのﾋﾟー ｸ幅(s)
W2：第２ﾋﾟｰｸのﾋﾟｰｸ幅(s) 



それから作成されたものです。 
今回の改正でふっ化物いおんが追加されておりますが、先

の陰イオン全部を同時測定すると、ふっ化物イオンが最初

のピークが検出されますが、これまでの技術ではこのふっ

化物と塩化物イオンの分離が明確でないものもあり、これ

まで採用を見送られてきました。近年の温度管理、ポンプ

能力の精度アップなどにより可能となってものです。 
 
 
 
イオンクロマトグラフ法において、ふっ化物を例として示

しましたが、試験方法においてろ過を行う指示があった場

合はそれに従っていただく必要があります。特にふっ化物

の場合は、イオンクロマトグラフ法ではろ過した試料に適

用するのが前提となっております。直接イオンクロマトグ

ラフに注入してはいけません。 
規格ではある試料を想定して操作を記載してあります。こ

の場合はある程度清浄な試料を想定して、試料の前処理と

してろ過だけを行い、イオンクロマトグラフで定量するも

のとなっております。妨害がある場合、ハロゲン化物が多

量に含まれている場合の対応として備考に記載されており、

その場合の対応が記載されており、その操作を行った後イ

オンクロマトグラフで定量することとなります。 
 
 
 
次にＩＣＰ発光分光分析法について、この資料は田尾先生

の資料からの引用になっておりますが、同時測定元素と、

単独測定元素を一覧として示したものです。 
今回の改正では、ＩＣＰ発光分光分析法が適用された元素

が２１元素となっており、旧規格の１８元素より３元素増

えております。アンチモン、ビスマス、タングステンの３

元素です。 
標準液の組合せ、同時測定対象元素の組合せにもなるので

すが、変更されております。旧規格でカルシウム、マグネ

シウム、アルミニウムが同時測定となっておりましたが、

今回の改正でアルミニウムはクロム、モリブデン、バナジ

ウムと同時定量となっております。また、ひ素とセレンは

今回の改正で、水素化物発生を行う元素としてそれぞれ単

独測定に変更されております。 
なお、この資料にないのですが、内標準法を行う場合の内

標準物質はイットリウムとなっているのですが、銅などの

測定、アルミニウムなどの測定、ビスマス、タングステン

の場合は、イットリウム他に、インジウム、イッテルビウ

ムも使用できるようになっております。 
また、先にも述べましたが、附属書に銀、バリウム、ベリ

リウム、ウランのＩＣＰ発光分光分析法が示されておりま
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Ⅲ．改正点の詳細（３）
1.イオンクロマトグラフ法（ふっ素化合物、ふっ化物イオン）

試料

妨害物あり

妨害物なし

34.1c)の蒸留

IC

ふっ素化合物（ふっ化物イオン化）

ろ過

ふっ化物イオン

×
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Ⅲ．改正点の詳細（４）
ICP発光分光分析法

① 測定元素： 18元素 → 21元素（Sb, Bi, W追加）

追加

② 標準液の組み合わせ変更
改定前

元素 pg/ml

B 20

Ca 20
Mg 10
Al 20

Cu 10
Zn 10
Pb 10
Cd 8
Mn 10
Fe 10
Ni 10
Co 10

Sn 10

Cr 10
Mo 20
V 10

As 0.1
Se 0.1

改定後

元素 pg/ml 試薬 溶液組成

B 20 H3BO3 H2O

Ca 10 CaCO3 0.3 M HCl

Mg 1 MgO 0.3 M HCl

Cu 10 Cu 0.14 M HNO3

Zn 10 Zn 0.14 M HNO3

Pb 10 Pb 0.14 M HNO3

Cd 10 Cd 0.14 M HNO3

Mn 10 KMnO4 0.14 M HNO3

Fe 10 Fe/Fe(NH4)2(SO4)2・6H2O 0.12 M HCl

Ni 10 Ni 0.14 M HNO3

Co 10 Co 0.14 M HNO3

Sn 10 Sn（溶解時H2SO4使用） 1.1 M HCl (0.018 M H2SO4)

Al 20 Al/AlK(SO4)2・12H2O 0.14 M HNO3

Cr 10 K2Cr2O7 0.14 M HNO3

Mo 20 (NH4)6Mo7O24・4H2O H2O

V 10 NH4VO3（溶解時H2SO4使用） 0.14 M HNO3 (0.009 M H2SO4)

As 0.1 As2O3

Se 0.1 Se 0.17 M H2SO4 (0.006 M HCl)

Sb 0.1 Sb 1.6 M H2SO4

Bi 10 Bi/Bi2O3 1.4 M HNO3 (0.086 M H2SO4)

W 10 Na2WO4・2H2O 1.2 M HCl

0.12 M HCl (0.001 M NaOH, 同程度

のH2SO4）

出典：JIS K 0102工業排水試験方法改正説明会テキストp.36 田尾



す。 
 
 
 
次にＩＣＰ質量分析法について説明します。この資料も田

尾先生の資料をもとにしたものです。 
対象元素が１８元素と旧規格の６元素から大幅に追加され

ております。金属の同時測定へのニーズが高まってきてい

ること、ＩＣＰ発光分光分析法の大凡１／２０の定量下限

値が可能となってきたことから対象元素が増えたものです。 
ほう素は、単独の測定となっております。更に溶存のほう

素を定量することとしており、環境省の方法に整合させた

ものです。内標準物質もイットリウムとインジュウムにな

っております。 
銅などでは、１３元素の同時定量となっており、内標準物

質にイットリウム、インジウム、ビスマスの３物質になっ

ております。 
アンチモン、すずなどでは４元素が同時定量となっており、

内標準物質は銅などと同じです。アンチモン、すずなどが

別になっているのは、標準液の安定性を考慮したことによ

っております。 
また、内標準物質のイットリウム、インジウム、ビスマス

以外のものも資料に示す条件を満たせば使用できるように

なっております。 
 
 
 
同時測定の方法ではありませんが、先にりん化合物及び全

りんの説明において、検討試験結果によっていることを申

し上げました。この資料はその基になっている資料で、並

木先生がとりまとめられた資料です。 
上二つと右下が備考１．のひ素（Ｖ）の妨害除去を確認し

た結果です。これによってひ素（Ｖ）の除去量や放置時間

などが決定されております。 
左下のものは、備考２．にアンモニウムイオンの影響を示

しているものです。 
 
 
 
ナトリウム、カリウムのフレーム原子吸光法における塩化

セシウムの添加による感度上昇、それぞれの影響現象を確

認したものです。 
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Ⅲ．改正点の詳細（５）

対象元素
定量範囲
（μg/L）

繰返し精度
（％）

質量数

銅(Cu) 0.5～500 2～10 63,65
亜鉛(Zn) 0.5～500 2～10 66,68,64
鉛(Pb) 0.5～500 2～10 208,206,207
カドミウム(Cd) 0.5～500 2～10 111,114
マンガン(Mn) 0.5～500 2～10 55
アルミニウム(Al)○ 0.5～500 2～10 27
ニッケル(Ni)○ 0.5～500 2～10 60,58
コバルト(Co)○ 0.5～500 2～10 59

ひ素(As)○ 0.5～500 2～10 75
ビスマス(Bi)○ 0.5～500 2～10 209
クロム(Cr) 0.5～500 2～10 53,52,50
セレン(Se)○ 0.5～500 2～10 82,77,78
バナジウム(V) 0.5～500 2～10 51

イットリウム(Y)** － － 89

インジウム(In)** － － 115

ビスマス(Bi)** － － 209
注* 装置，測定条件によって異なる。
　** 内標準元素

表52.3　定量範囲，繰り返し分析精度，質量数の一例*

ICP質量分析法 出典：JIS K 0102工業排水試験方法改正
説明会テキストp.37 田尾、加筆、修正

主な改正点
① 6元素 → 18元素

② B, As, Seに採用

③ Bは、環境省公定法では溶

存態を測定するため、本
JISでも同様の操作（Y，In）

④ Sb, Snなどは標準液の安

定性を考慮し、別途記述

⑤ 内標準元素：Y, In, Bi以外

でも、下記の条件を満たせ
ば使用可。

• 測定対象元素と質量数の近い
• 元の試料に含まれていない

対象元素
定量範囲
（μg/L）

繰返し精度
（％）

質量数

アンチモン(Sb)○ 0.5～500 2～10 121,123

すず(Sn)○ 0.5～500 2～10 118,120

モリブデン(Mo)○ 0.5～500 2～10 95,98

タングステン(W)○ 0.5～500 2～10 182,184

イットリウム(Y)** － － 89

インジウム(In)** － － 115

ビスマス(Bi)** － － 209

　** 内標準元素

表62.1　定量範囲，繰り返し分析精度，質量数の一例*

注* 装置，測定条件によって異なる。
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Ⅲ．改正点の詳細（６）
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りん化合物及び全りん 出典：JIS K 0102工業排水試験方法改正
説明会テキストp.9 並木
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Ⅲ．改正点の詳細（７）

          ナトリウムの検量線

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 0.4 0.8 1.2 1.6
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△ ：Ｎａ，Ｋ混合 標準溶 液
塩 化セシウム溶液
     実線：無 添加 ，点線：添加

フレーム原子吸光法
（Na，K）

出典：JIS K 0102工業排水試験方法改正
説明会テキストp.10 並木

 

        カリウムの検量線
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最後にＩＣＰ発光分光分析法において、ひ素とセレンとの

同時測定を不採用としたもとの資料です。田尾先生の資料

ですが、 
資料の下段「しかし」以降になりますが、ひ素（Ｖ）から

ひ素（III）への還元力が弱いことが明らかとなったためで

す。 
 
 
 
長々と修正点だけの説明であまりお役に立つことはなかっ

たと思いますが、これで私の説明は終わります。 
なお、参考に平成１７年次点ですが整理した関係している

法律と項目との引用を一覧で示したものを参考に付けさせ

ていただいております。 
また、別に、今回改正点の詳細を文字が小さくて恐縮です

が、一覧として示ししたものも配布させていただいており

ます。 
参考にしていただければ思います。 
 
ご静聴有難うございました。 
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Ⅲ．改正点の詳細（８）
Asの水素化物発生ICP
発光分光分析法

出典：JIS K 0102工業排水試験方法改正
説明会テキストp.34 田尾

Asの水素化物発生ICP発光分光分析法

⑤ 予備還元剤

硫酸白煙後の試料
H2O
HCl
KBr
50℃で50分間反応

硫酸白煙後の試料
H2O
HCl
KI
室温で30分間反応

原子吸光法と同じ操作

変更

予備還元：価数により、水素化（合）物になる効率が異なるので、事前に統一しておく
As(V) → As(III) ・・・As(V)はAs(III)に比べて50～80%しかAsH3にならない
Se(VI) → Se(IV) ・・・Se(VI)は殆どH2Seにならない

予備還元剤にKBrを用いた理由：
ICP発光分光分析法の多元素同時定量能力を活かすため、AsとSeの両元素を同時
に予備還元することを目指した

しかし、
As(V) → As(III)への還元力が弱いことが、環境省の統一精度管理調査等で明らか
となったことから 、同時定量は廃し、AsとSeは個別に定量することとした。

KIは予備還元剤の他、
干渉抑制剤としても働く
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参考
項目

環境基
準

排水基
準

地下水
環境

特定地
下水

海洋汚
染

土壌環
境基準

土壌溶
出

土壌含
有

土壌地
下水

産業廃
棄物

特定排
水

試料の前処理 ⑤ ⑦

ｐH ① ②
CODMn ②
BOD ① ②

溶存酸素 ①
フェノール類 ② ⑦

有機りん ② ⑤ ⑥-1 ⑥-2 ⑦ ②付表１で引用：器具及び装置　規格31.1.1のb)の3)に定める方法で作成したもの
残留塩素 ⑧ 33.1又は33.2に定める試薬

ふっ素 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥-1 ⑥-2 ⑥-3 ⑥-4 ⑦
シアン化合物 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥-1 ⑥-2 ⑥-3 ⑥-4 ⑦ ⑤,⑥-2,⑥-3：38.1.1を除く

アンモニウム
イオン

② ④

亜硝酸イオン ① ② ③ ④

硝酸イオン ① ② ③ ④

全窒素 ① ②
全燐 ① ②

ほう素　　 ① ② ③ ④ ⑥-1 ⑥-2 ⑥-3 ⑥-4
銅 ② ⑤ ⑦
亜鉛 ① ② ⑤ ⑦ ①付表９で引用：5.5，53.1，53.2，53.4

鉛 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥-1 ⑥-2 ⑥-3 ⑥-4 ⑦

ｶﾄﾞﾐｳﾑ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥-1 ⑥-2 ⑥-3 ⑥-4 ⑦
マンガン ②
鉄 ②

ニッケル ⑤ ⑦
ひ素 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥-1 ⑥-2 ⑥-3 ⑥-4 ⑦

クロム ② ⑤ ⑦

6価ｸﾛﾑ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥-1 ⑥-2 ⑥-3 ⑥-4 ⑦

ｾﾚﾝ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥-1 ⑥-2 ⑥-3 ⑥-4 ⑦
バナジウム ⑤ ⑦

JIS K 0102は、次のような各種告示で２８の項目で引用されており、当該規格の中心的項目に該当している。

①環境基準：「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月28日環境庁告示第59号）
②排水基準：「排水基準を定める総理府例の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法」（昭和49年9月30日環境庁告示第64号）
③地下水の水質汚濁に係る環境基準：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年3月13日環境庁告示第10号）

⑥土壌汚染関係
　⑥-1土壌の汚染に係る環境基準：「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成3年8月23日環境庁告示第46号）
　⑥-2土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件：「土壌汚染対策法施行規則（平成14年　環境省令第29号）
　⑥-3土壌含有量調査に係る測定方法を定める件：「土壌汚染対策法施行規則（平成14年　環境省令第29号）
　⑥-4地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件「土壌汚染対策法施行規則（平成15年　環境省令第18号）
⑦廃棄物関係：「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年2月17日環境庁告示第13号）
⑧特定排水基準の係る検定方法（トリハロメタン生成の検定方法）：「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
の規定に基づく特定排水基準に係る検定方法」（平成7年6月16日環境庁告示第30号）

⑦：海洋投棄処分を行おうとする有機性の汚泥にあっては67.1に定める方法を除く

②④：規格54.1に定める方法にあっては規格54の備考1に定める操作を，規格54.4に
定める方法にあっては規格54.の備考3に定める操作…

④特定地下浸透水が有害物質を含むものとして総理府例で定める要件に係る検定方法：「水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法」（平成元年8月
21日環境庁告示第39号）
⑤海洋汚染関係：「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」（昭
和48年2月17日総理府令第6号）

②④規格55.1に定める方法にあっては規格55の備考1に定める操作を行う…

②④：規格65.2.1に定める方法又は規格66の備考12の(2) 及び…検定が困難なもの
にあっては，規格65の備考15のb)及び規格65.1に定める方法

⑦：海洋投入処分を行おうとする有機性の汚泥にあっては，67.1に定める方法を除く

①④：規格42.2，42.3又は42.5に定める方法によりアンモニウムイオンの濃度に換算
係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検定する方法

①③④：規格43.1に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数
0.3054を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法

①④：規格43.2.5（③43.2.1，43.2.3又は43.2.5）に定める方法により検定された硝酸イ
オンの濃度に換算係数0.2259を乗じて硝酸性窒素を検出する方法(だだし，亜硝酸化
合物及び硝酸化合物にあっては，当該方法に代えて規格43.2.1(ｃ)12)及びc)13)の式
中…又は43.2.3(c)7)及びc)8)を除く。）

JIS K０１０２と強制法規との関係

部分引用

⑤規格の5.1及び5.2に定める方法は適用しない⑦5.5のに定める方法によって前処理
する

④,⑥-3：規格34.1に定める方法又は規格34.1ｃ)（注 (6)第3文を除く。)に定める方法
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ご静聴有難うございました。


